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先
人
た
ち
の
先
物
取
引
論

〜
福
澤
諭
吉
と
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
〜

二
上
季
代
司

大
阪
取
引
所
（
当
時
は
大
阪
証
券
取
引
所
）
に
日
経
二
二
五
先
物
の
市
場
が
開
設
さ
れ
て
三
〇
年
を
迎
え
る
。
そ
の
前
年
に
は
現

物
受
渡
し
方
式
の
「
株
先
五
〇
」
が
取
引
を
開
始
し
て
い
る
が
、
戦
後
の
一
九
四
九
年
、
当
時
の
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
占
領
軍

（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
が
証
券
取
引
所
の
再
開
条
件
の
一
つ
と
し
て
「
先
物
取
引
の
禁
止
」
を
あ
げ
て
以
来
、
わ
が
国
株
式
市
場
は
四
〇
年
近

く
の
間
、
先
物
取
引
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
過
去
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
わ
が
国
は
先
物
取
引
に
関
し
て
き
わ
め
て
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
戦
前
の
東
京

お
よ
び
大
阪
の
両
株
式
取
引
所
で
は
、
取
引
の
大
部
分
は
取
引
所
株
の
「
定
期
取
引
」（
先
物
取
引
（
１
））

で
あ
っ
た
し
、
他
の
取
引
所
で

も
米
の
「
定
期
取
引
」
が
最
大
の
取
引
物
件
で
あ
っ
た
（
２
）。

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
る
と
、
す
で
に
一
七
世
紀
末
に
は
、
今
日
の
先
物
取
引

の
取
引
仕
法
・
清
算
機
構
の
原
型
を
備
え
た
米
（
コ
メ
）
の
先
物
取
引
「
帳
合
米
（
ち
ょ
う
あ
い
ま
い
）
取
引
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
わ
が
国
は
先
物
取
引
に
つ
い
て
三
二
〇
年
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
こ
の
長
い
先
物
取
引
の
歴
史
は
、
開
設
と
禁
止
、
再
開
の
繰
り
返
し
の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
視
野
を
近
代
以
降
に
限
っ
て

み
て
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
明
治
政
府
の
取
引
所
政
策
は
大
き
く
混
乱
、
動
揺
し
た
。
そ
し
て
、
明
治
政
府
の
取
引
所
政
策
の
混
乱

は
、
取
引
所
や
先
物
取
引
の
機
能
と
役
割
、
投
機
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
呼
び
起
こ
し
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
私



た
ち
の
認
識
を
深
め
る
こ
と
に
寄
与
し
た
の
で
あ
る
。

以
下
で
紹
介
す
る
の
は
、
①
「
ブ
ー
ル
ス
条
例
」（
一
八
八
七
年
）
を
頂
点
と
す
る
明
治
政
府
の
取
引
所
政
策
を
批
判
し
た
福
澤

諭
吉
の
論
説
と
、
②
ほ
ぼ
同
時
期
に
穀
物
の
定
期
取
引
を
禁
止
し
た
ド
イ
ツ
「
帝
国
取
引
所
法
」（
一
八
九
六
年
）
を
批
判
す
る
マ

ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
説
で
あ
る
。
株
式
先
物
取
引
の
再
開
か
ら
三
〇
年
。
そ
し
て
、
戦
前
き
わ
め
て
盛
ん
で
あ
っ
た
米
（
コ

メ
）
の
先
物
取
引
が
い
ま
な
お
大
阪
堂
島
商
品
取
引
所
で
「
試
験
上
場
」
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
今
日
、
先
人
た
ち
が
取
引
所

や
そ
こ
で
行
わ
れ
る
先
物
取
引
の
機
能
や
役
割
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
、
今
一
度
、
想
起
す
る
こ
と
は
有
益
な
こ

と
と
思
わ
れ
る
。

１
　
福
澤
諭
吉
の
取
引
所
論
（
３
）

当
時
の
明
治
政
府
が
採
っ
た
取
引
所
政
策
に
対
す
る
福
澤
諭
吉
の
論
説
は
、
一
八
八
〇
年
ご
ろ
か
ら
一
八
九
四
年
ご
ろ
ま
で
、
自

ら
創
刊
し
た
『
時
事
新
報
』
等
の
紙
面
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
当
時
の
明
治
政
府
の
取
引
所
政
策
を
簡
単
に
ま
と
め
る

と
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

維
新
直
後
の
経
済
激
変
に
伴
う
物
価
と
り
わ
け
米
価
高
騰
に
対
応
す
る
た
め
、
明
治
政
府
は
江
戸
時
代
か
ら
の
長
い
歴
史
を
も
つ

堂
島
米
会
所
を
廃
止
し
た
（
一
八
六
九
年
）。
し
か
し
、
こ
の
措
置
は
何
ら
効
果
な
く
、
む
し
ろ
物
資
の
需
給
関
係
を
混
乱
さ
せ
た

だ
け
で
、
二
年
後
に
は
大
阪
堂
島
米
会
所
の
先
物
取
引
を
容
認
す
る
。
そ
し
て
、
一
八
七
六
年
に
「
米
商
会
所
条
例
」、
七
八
年
に

「
株
式
取
引
所
条
例
」
を
制
定
し
取
引
所
法
規
を
整
備
し
た
。
こ
の
二
つ
の
条
例
は
、
①
運
営
主
体
を
株
式
会
社
組
織
と
す
る
、
②
定

期
取
引
の
取
引
最
長
期
間
を
三
か
月
と
し
、
期
限
前
の
転
売
・
買
戻
し
を
認
め
る
な
ど
、
内
容
的
に
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
り
、
基
本

的
に
は
江
戸
時
代
の
堂
島
米
会
所
の
取
引
仕
法
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
米
商
会
所
お
よ
び
株
式
取
引
所
が
東
京
、
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大
阪
を
始
め
各
地
に
続
々
と
開
設
さ
れ
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
時
代
は
ま
た
、
西
南
戦
争
、
松
方
大
蔵
卿
の
「
緊
縮
財
政
」
に
よ
る
「
松
方
デ
フ
レ
」、
そ
の
後
の
企
業
勃
興
と

株
式
ブ
ー
ム
等
が
重
な
り
、
米
を
は
じ
め
と
す
る
諸
物
価
や
公
債
・
株
式
な
ど
の
証
券
価
格
が
乱
高
下
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
こ

の
一
連
の
過
程
で
投
機
的
な
取
引
が
横
行
し
、
設
立
間
も
な
い
取
引
所
の
あ
り
方
に
批
判
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
批
判
の

多
く
は
、
①
取
引
所
が
株
式
会
社
組
織
で
あ
る
こ
と
、
②
取
引
の
大
部
分
が
「
定
期
取
引
」
で
あ
る
こ
と
の
二
点
に
向
け
ら
れ
た
。

株
式
会
社
組
織
で
あ
る
た
め
に
運
営
方
針
が
「
営
利
主
義
」
に
走
り
や
す
い
。
ま
た
定
期
取
引
は
決
済
期
日
ま
で
の
長
期
間
、
元
手

を
持
た
ず
に
取
引
が
で
き
る
た
め
投
機
取
引
を
誘
引
し
や
す
く
、
株
式
会
社
組
織
の
「
営
利
主
義
」
が
投
機
中
心
の
取
引
振
興
策
と

結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
理
由
で
あ
っ
た
。

こ
の
批
判
を
受
け
る
形
で
、
一
八
八
七
年
に
は
「
取
引
所
条
例
（
い
わ
ゆ
る
ブ
ー
ル
ス
条
例
）」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ
の
条
例
は
、

①
取
引
所
を
非
営
利
の
会
員
組
織
に
す
る
、
②
実
物
取
引
本
位
と
し
、
定
期
取
引
に
お
け
る
転
売
・
買
戻
し
を
制
限
す
る
、
③
旧
条

例
に
基
づ
く
株
式
取
引
所
、
米
商
会
所
は
営
業
期
間
の
満
期
を
も
っ
て
廃
止
す
る
、
な
ど
の
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
ブ
ー
ル
ス

条
例
に
は
営
業
満
期
で
廃
止
の
憂
き
目
を
見
る
既
存
の
取
引
所
が
強
く
反
発
し
、
関
係
者
を
二
分
す
る
大
論
争
に
発
展
し
た
。

こ
う
し
た
時
代
背
景
の
中
で
、
福
澤
諭
吉
は
大
略
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

【
取
引
所
の
効
用
】

「
相
場
所
（
取
引
所
）
の
効
用
は
、
近
遠
の
物
価
を
示
し
、
そ
の
現
在
未
来
の
高
低
を
明
ら
か
に
し
、
製
造
業
の
運
転
を
活
発
に

し
、
も
っ
て
農
工
商
を
し
て
安
ん
じ
て
そ
の
業
に
従
う
を
得
せ
し
め
る
に
あ
り
」（「
相
場
所
の
一
身
を
望
む
」
一
八
八
六
年
七
月
一

二
日
、
全
集
一
一
巻
（
４
））。

つ
ま
り
取
引
所
の
役
割
は
、
現
在
価
格
お
よ
び
将
来
の
価
格
（
先
物
価
格
）
を
公
示
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い

う
。
現
代
風
に
い
え
ば
「
価
格
発
見
機
能
」
で
あ
る
。
そ
の
価
格
を
シ
グ
ナ
ル
と
し
て
生
産
者
は
生
産
計
画
を
立
て
、
増
産
（
あ
る
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い
は
操
短
）
の
決
断
を
下
し
、
卸
小
売
業
は
在
庫
を
加
減
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
取
引
所
は
価
格
の
地
域
間
格
差
を
な
く
し
、
こ
れ

を
平
準
化
す
る
機
能
を
も
つ
。「
商
売
品
は
そ
の
価
の
高
き
処
に
集
り
来
り
て
、
そ
の
低
き
処
よ
り
散
じ
去
り
」。

も
し
取
引
所
が
な
け
れ
ば
、
標
準
価
格
を
知
ら
ぬ
ま
ま
に
生
産
す
る
こ
と
に
な
り
、「
そ
の
危
険
は
楫
な
き
船
に
帆
を
あ
げ
て
大

海
を
航
る
に
異
な
ら
ず
。
然
る
に
今
そ
の
楫
を
授
け
て
行
か
ん
と
目
指
す
処
に
行
か
し
む
る
も
の
は
相
場
所
の
功
徳
と
い
う
可
し
」。

し
た
が
っ
て
、
取
引
所
は
『
商
売
社
会
の
大
機
関
』
で
あ
り
、
殖
産
商
売
の
社
会
に
必
要
で
あ
る
。「
有
害
無
益
」
で
な
い
ば
か
り

か
、「
無
害
無
益
」
で
も
な
い
。「
有
益
無
害
」
な
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
。

【
ブ
ー
ル
ス
条
例
】

以
上
の
考
え
か
ら
、
福
澤
は
「
ブ
ー
ル
ス
条
例
」
に
反
対
す
る
。「
在
来
の
会
所
取
引
所
に
し
て
弊
害
あ
り
と
せ
ば
、
そ
の
弊
害

の
み
を
指
摘
し
て
よ
ろ
し
く
改
正
を
加
ふ
べ
し
。（
中
略
）
新
旧
転
換
の
際
い
た
ず
ら
に
無
益
の
騒
動
を
惹
起
す
は
不
可
な
り
と
云

ひ
し
に
」（「
相
場
所
営
業
の
延
期
」
一
八
八
八
年
一
〇
月
五
日
、
全
集
別
巻
）。
福
澤
は
、「
ブ
ー
ル
ス
条
例
」
の
う
ち
、
既
存
の
取

引
所
が
営
業
満
期
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
政
府
が
こ
れ
を
更
新
し
な
い
、
と
い
う
政
策
に
強
く
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

ブ
ー
ル
ス
条
例
の
目
的
は
既
存
の
取
引
所
を
廃
業
に
追
い
込
ん
で
、
会
員
組
織
の
新
設
取
引
所
と
置
き
か
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ

し
て
新
設
取
引
所
に
は
、
定
期
取
引
の
転
売
買
戻
し
に
制
限
を
か
け
、
新
た
に
認
め
た
「
直
取
引
」（
五
日
以
内
受
け
渡
し
）
を
中

心
に
行
わ
せ
る
事
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
取
引
所
の
組
織
形
態
、
取
引
方
法
を
根
本
的
に
変
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
福

澤
は
、
こ
う
し
た
政
策
は
「
人
為
的
」
だ
と
退
け
る
。
福
澤
は
何
よ
り
も
「
経
済
自
然
の
大
義
」、「
経
済
自
然
の
定
則
」
を
強
調
す

る
。「
一
国
の
勢
力
の
も
っ
と
も
強
力
な
る
も
の
は
政
府
に
し
て
、
そ
の
政
府
の
力
を
も
っ
て
す
る
も
な
お
か
つ
経
済
の
定
則
は
被

る
べ
か
ら
ず
」（「
米
商
論
」
一
八
九
〇
年
四
月
二
五
日
、
全
集
一
二
巻
）

で
は
、
そ
も
そ
も
政
府
が
危
惧
し
た
定
期
取
引
の
投
機
偏
重
説
あ
る
い
は
賭
博
説
と
そ
の
是
正
策
を
福
澤
は
ど
う
考
え
て
い
た
の

（4）



だ
ろ
う
か
。

【
投
機
に
つ
い
て
】

福
澤
も
最
初
の
こ
ろ
は
、
空
米
相
場
（
コ
メ
の
定
期
取
引
）
に
つ
い
て
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。
投
機
の
是
非
に
つ
い
て
両
論
あ
る

も
の
の
、「
十
中
八
、
九
は
危
う
き
も
の
」
で
あ
り
、「
や
や
も
す
れ
ば
空
物
の
み
を
も
て
あ
そ
び
て
、
博
奕
に
類
す
る
も
の
少
な
か

ら
ず
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
政
府
が
人
為
的
に
抑
え
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
り
、
投
機
に
手
を
染
め
る
か
ど
う

か
は
、
そ
の
人
の
心
得
に
よ
る
こ
と
で
あ
り
、「
自
業
自
得
、
勝
手
次
第
」
な
の
で
あ
る
（「
民
間
経
済
録
二
編
」
一
八
八
〇
年
、
全

集
六
巻
）。

後
に
な
る
と
、
福
澤
は
次
の
よ
う
に
も
指
摘
す
る
。
多
額
の
損
得
は
差
金
決
済
に
よ
る
先
物
取
引
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
現

物
取
引
で
も
発
生
し
う
る
（「
東
京
米
商
会
所
」
一
八
八
八
年
二
月
二
四
日
、
全
集
二
二
巻
）。
土
地
や
株
の
売
買
に
よ
る
損
得
は
一

私
人
の
幸
不
幸
で
あ
っ
て
、
社
会
全
体
に
は
何
の
影
響
も
な
い
（「
相
場
所
の
所
望
」
一
八
九
〇
年
一
月
二
二
日
、
全
集
一
二
巻
）。

そ
し
て
、
現
実
の
取
引
所
が
「
投
機
者
流
の
玩
弄
物
」
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
人
為
的
に
抑
え
る
の
で
は
な
く
、

「
富
豪
大
家
の
大
投
機
」
の
参
入
を
こ
そ
期
待
す
べ
き
で
、
そ
れ
こ
そ
が
実
質
的
な
取
引
所
改
革
だ
と
主
張
す
る
。「
群
小
輩
の
小
投

機
」
は
道
徳
の
教
え
や
法
律
の
力
を
以
っ
て
し
て
も
禁
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
大
家
の
大
投
機
」
の
参
入
を
以
っ

て
制
す
る
以
外
に
な
い
（「
小
投
機
を
制
す
る
は
大
投
機
を
お
こ
な
う
に
あ
り
」
一
八
九
四
年
四
月
一
七
日
、
全
集
一
四
巻
）
と
い
う
。

こ
こ
で
い
う
「
大
家
の
大
投
機
」
と
は
、
第
一
に
大
資
本
で
あ
っ
て
、
第
二
に
営
業
状
況
に
よ
っ
て
判
断
す
る
投
機
を
さ
す
（
安

す
ぎ
れ
ば
買
い
、
高
す
ぎ
れ
ば
売
る
の
で
自
然
の
価
格
を
形
成
す
る
）。
第
三
に
実
際
に
金
を
支
払
い
、
実
際
に
品
物
を
引
き
取
る

も
の
を
さ
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
小
投
機
」
と
は
、
第
一
に
小
資
本
で
あ
っ
て
、
第
二
に
虚
偽
の
情
報
を
流
し
、
愚
か
で
情

報
に
疎
い
素
人
を
巻
き
込
む
相
場
操
縦
的
な
投
機
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
富
豪
大
家
の
大
投
機
の
参
入
に
よ
り
「
騰
貴
す
べ
き

（5）



も
の
は
騰
貴
し
、
下
落
す
べ
き
も
の
は
下
落
し
て
、
と
も
に
相
当
の
割
合
に
止
ま
り
、
自
然
の
勢
い
を
な
し
て
容
易
に
動
か
す
べ
か

ら
ず
。
群
小
輩
が
い
か
に
小
策
を
運
ら
す
と
も
市
場
の
大
勢
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ず
し
て
自
ら
思
い
と
ど
ま
る
に
い
た
る
べ
し
」
と

い
う
。

な
お
、
田
口
卯
吉
も
取
引
所
を
擁
護
す
る
立
場
に
あ
っ
て
、
福
澤
に
ス
タ
ン
ス
が
近
い
が
、
先
物
取
引
に
対
す
る
経
済
的
認
識
に

は
福
澤
よ
り
も
深
い
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
田
口
は
、
限
月
相
場
（
コ
メ
の
定
期
取
引
）
と
正
米
相
場
（
現
物
取
引
）
と
の
間
に

は
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
全
国
各
地
の
コ
メ
価
格
の
高
低
は
ま
ず
米
商
会
所
の
限
月
相
場
に
反
映
し
、
そ
れ

は
次
第
に
実
米
相
場
を
動
か
し
て
い
く
。
相
場
の
平
準
化
が
時
間
的
（
限
月
相
場
と
実
米
相
場
）
か
つ
場
所
的
（
東
京
と
地
方
）
に

わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
現
物
と
先
物
の
価
格
差
は
金
利
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
う
し
た

現
物
と
先
物
と
の
価
格
関
係
の
認
識
を
基
礎
に
、
田
口
は
限
月
相
場
に
は
リ
ス
ク
・
ヘ
ッ
ジ
の
効
用
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
（
５
）。

ブ
ー
ル
ス
条
例
を
め
ぐ
る
論
争
の
結
果
、
既
存
取
引
所
の
営
業
満
期
期
間
は
延
長
さ
れ
、
従
来
の
取
引
所
関
係
法
令
は
す
べ
て
廃

止
さ
れ
て
新
た
に
「
取
引
所
法
」
が
公
布
さ
れ
た
（
一
八
九
三
年
）。
こ
れ
は
株
式
、
米
穀
、
商
品
の
各
取
引
所
を
一
括
し
て
規
制

す
る
も
の
で
、
①
会
員
組
織
、
株
式
会
社
組
織
の
両
方
を
認
め
る
。
②
株
式
会
社
組
織
の
株
式
取
引
所
の
最
低
資
本
金
を
商
品
取
引

所
な
み
に
引
き
下
げ
る
（
一
〇
万
円

三
万
円
）、
③
定
期
取
引
は
従
来
ど
お
り
転
売
・
買
戻
し
が
自
由
で
三
か
月
三
限
月
制
を
認
め

る
、
と
い
う
も
の
と
な
っ
た
。
実
質
的
に
従
来
と
変
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
最
低
資
本
金
を
引
き
下
げ
た
分
、
株
式
会
社
組
織
の
取
引
所

は
設
立
し
や
す
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

２
　
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
取
引
所
論

日
本
で
ブ
ー
ル
ス
条
例
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
で
も
「
帝
国
取
引
所
法
」（
一
八
九
六
年
公
布
、
施

（6）



行
）
を
め
ぐ
っ
て
大
論
争
が
戦
わ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
ド
イ
ツ
の
取
引
所
お
よ
び

取
引
所
法
案
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
論
考
を
執
筆
し
て
い
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
社
会
学
の
泰
斗
で
あ
っ
て
、
代
表
作
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精

神
』
は
、
比
較
宗
教
社
会
学
の
金
字
塔
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
若
干
三
〇
代
前
半
の
若
さ
で
「
取
引
所
」
に
関

す
る
論
考
を
残
し
て
い
る
（
６
）

こ
と
自
体
が
意
外
で
あ
り
、
そ
の
事
実
を
知
る
人
は
多
く
な
い
。

【
一
八
九
六
年
の
帝
国
取
引
所
法
と
定
期
取
引
禁
止
規
定
】

一
八
七
一
年
に
統
一
を
成
し
遂
げ
た
ド
イ
ツ
で
は
、
一
八
八
〇
年
代
末
に
会
社
設
立
ブ
ー
ム
を
迎
え
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
激
し
い

投
機
熱
が
お
こ
っ
た
が
、
一
八
九
一
年
に
相
場
が
崩
落
し
て
銀
行
倒
産
が
相
次
ぎ
、
大
衆
が
膨
大
な
損
失
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
ド
イ
ツ
政
府
は
「
取
引
所
調
査
委
員
会
」
を
設
置
、
翌
九
二
年
に
初
会
合
を
開
い
て
原
因
究
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
報
告
書
の

提
案
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
法
案
に
盛
ら
れ
、
九
五
年
末
に
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
と
こ
ろ
が
半
年
後
の
九
六
年
六
月
に

成
立
し
た
取
引
所
法
に
は
、
委
員
会
の
当
初
の
提
案
に
は
な
く
、
ま
た
政
府
法
案
に
も
な
か
っ
た
重
要
な
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
れ
が
「
穀
物
、
穀
粉
お
よ
び
鉱
山
株
、
工
業
株
等
の
定
期
取
引
を
禁
止
」
す
る
条
項
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
政
府
代

表
者
か
ら
も
強
い
反
対
意
見
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
の
採
択
で
あ
っ
た
。

こ
の
規
定
の
強
引
な
挿
入
は
、「
ユ
ン
カ
ー
（
大
地
主
）」
を
は
じ
め
農
業
関
係
者
の
政
治
的
圧
力
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
一
八

九
〇
年
以
降
、
ア
メ
リ
カ
や
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
か
ら
大
量
の
小
麦
が
流
入
し
、
加
え
て
一
八
九
二
年
以
降
、
穀
物
関
税
を
引
き
下
げ
た

こ
と
で
穀
物
価
格
は
下
落
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
そ
こ
で
、
農
業
関
係
者
は
、
穀
物
の
定
期
取
引
を
禁
止
す
れ
ば
穀
物
価
格
の
下
落

に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
外
部
か
ら
の
統
制
が
及
び
に
く
い
取
引
所
価
格
を
外
部
か
ら
左
右
し
よ

う
と
定
期
取
引
禁
止
に
走
る
動
き
は
、
国
を
問
わ
ず
共
通
し
た
動
き
の
よ
う
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
取
引
所
一
般
に
関
す
る
大
衆
の
誤
解
を
払
拭
す
る
た
め
に
講
演
の
ほ
か
取
引
所
に
関
す
る
論
考
を
執
筆
、

発
表
し
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
「
定
期
取
引
」
は
月
末
に
決
済
日
が
設
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
転
売
・
買
戻
し
は
自
由
で
あ
り
、
少
な
い
証
拠
金
で

売
買
が
で
き
る
。
ま
た
当
月
の
決
済
日
が
来
て
も
、
未
決
済
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
「
買
い
建
玉
」
を
売
る
と
同
時
に
翌
月
限
を
買
っ

て
、
決
済
を
繰
り
延
べ
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
銀
行
が
そ
の
相
手
と
な
っ
て
当
限
の
買
い
、

翌
月
限
の
売
り
で
応
じ
る
か
ら
で
あ
る
。（
逆
に
「
売
り
」
の
繰
り
延
べ
も
同
程
度
の
容
易
さ
で
可
能
で
あ
る
）
銀
行
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
穀
物
や
証
券
類
を
担
保
に
し
た
動
産
担
保
融
資
に
性
格
が
似
て
お
り
、
翌
月
限
売
り
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
を
ヘ
ッ
ジ
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
安
ん
じ
て
繰
り
延
べ
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
定
期
取
引
は
年
を
越
え
て
貯
蔵
品
を
配
分
す
る
の
に
貢
献
す
る
。
も
し
定
期
取
引
が
な
け
れ
ば
取
引
人

が
穀
物
等
の
貯
蔵
品
（
ポ
ジ
シ
ョ
ン
）
を
持
ち
越
す
リ
ス
ク
は
、
す
こ
ぶ
る
大
き
く
な
る
。
ド
イ
ツ
に
定
期
取
引
が
存
在
す
る
こ
と

が
、
売
買
を
場
所
的
に
ド
イ
ツ
へ
集
中
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
穀
物
の
定
期
取
引
禁
止
で
喜
ぶ
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
や

オ
ラ
ン
ダ
で
あ
る
。
取
引
は
ド
イ
ツ
か
ら
逃
げ
て
、
ド
イ
ツ
の
経
済
上
の
権
力
地
位
の
低
下
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
、
と
断
じ
る
。

こ
う
し
た
不
利
益
は
、
定
期
取
引
が
禁
止
さ
れ
た
取
引
部
門
だ
け
で
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
商
品
取
引
は
貨
幣
市
場
と
密
接
に
絡

み
合
っ
て
お
り
、
金
利
は
「
繰
り
延
べ
」
料
に
影
響
し
、
商
品
輸
送
の
方
向
は
為
替
売
買
に
も
影
響
す
る
、
と
い
う
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
問
題
は
投
機
取
引
の
「
道
徳
性
」
い
か
ん
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
。
公
正
な
価
格
形
成
は
い
か
に
確
保
さ

れ
る
べ
き
か
（
技
術
上
の
問
題
）、
ド
イ
ツ
の
市
場
を
い
か
に
強
化
す
べ
き
か
（
政
治
上
の
問
題
）、
と
い
う
角
度
か
ら
取
り
上
げ
る

べ
き
だ
と
い
う
。
ち
な
み
に
ド
イ
ツ
の
定
期
取
引
の
禁
止
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
取
引
の
停
滞
を
招
き
ド
イ
ツ
の

銀
行
が
諸
外
国
か
ら
受
け
て
い
た
取
引
の
註
文
は
大
き
く
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
て
ド
イ
ツ
の
国
際
的
地
位
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
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つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

３
　
お
わ
り
に

以
上
、
百
年
以
上
も
前
の
出
来
事
を
紹
介
し
た
の
は
、
先
物
取
引
を
め
ぐ
る
議
論
が
い
ま
で
も
潜
在
的
に
は
続
い
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
証
券
取
引
所
で
株
式
先
物
が
再
開
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
三
〇
年
前
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
後
も
、
バ
ブ

ル
崩
壊
後
の
一
九
九
〇
年
代
に
は
先
物
取
引
に
対
す
る
批
判
か
ら
証
拠
金
率
の
引
き
上
げ
や
値
幅
制
限
の
強
化
等
に
よ
り
シ
ン
ガ
ポ

ー
ル
に
取
引
が
シ
フ
ト
し
て
国
益
を
損
な
う
、
と
い
っ
た
事
態
が
あ
っ
た
。

他
方
、
コ
メ
の
減
反
政
策
が
撤
廃
さ
れ
、
コ
メ
の
生
産
が
自
由
競
争
の
荒
波
に
さ
ら
さ
れ
る
事
態
に
備
え
て
、
何
よ
り
も
コ
メ
の

現
在
と
将
来
に
わ
た
っ
て
の
全
国
的
な
標
準
価
格
の
形
成
が
望
ま
れ
て
い
る
と
き
に
、
コ
メ
の
取
引
所
上
場
が
な
お
試
験
上
場
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
思
う
と
き
、
先
人
た
ち
が
取
引
所
や
先
物
取
引
の
機
能
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
議
論
し
て
き
た
か
、
改
め
て
学
ん
で
お
く
こ
と
は
有
益
な
こ
と
と
考
え
る
。

注（
１
）

米
（
コ
メ
）
の
先
物
取
引
は
徳
川
時
代
に
「
帳
合
米
取
引
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
明
治
期
に
入
る
と
有
価
証
券
も
含
め
て
先
物
取
引
は
「
定

期
取
引
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
米
に
つ
い
て
は
「
限
月
（
げ
ん
げ
つ
）
取
引
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
「
帳
合

米
取
引
」
時
代
、
一
年
に
三
回
だ
っ
た
決
済
期
日
を
毎
月
の
特
定
日
に
定
め
た
こ
と
か
ら
由
来
す
る
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
戦
前
期
を

通
じ
て
定
期
取
引
の
決
済
慣
行
は
「
三
か
月
三
限
月
（
げ
ん
げ
つ
）」
の
時
代
が
長
く
続
く
。
こ
れ
は
、
当
月
末
（
当
限
、
と
う
ぎ
り
）、

翌
月
末
（
中
限
、
な
か
ぎ
り
）、
翌
々
月
末
（
先
限
、
さ
き
ぎ
り
）
を
決
済
日
（
こ
れ
を
「
限
月
」
と
呼
ん
だ
）
と
す
る
三
件
が
上
場
、
並

（9）



行
し
て
取
引
さ
れ
、
当
限
の
満
期
が
到
来
す
る
と
上
場
廃
止
と
な
り
、
新
し
く
先
限
が
上
場
さ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。

（
２
）

一
八
九
三
年
の
取
引
所
法
は
、
数
種
の
取
引
物
件
を
み
と
め
、
申
請
す
れ
ば
株
式
と
米
の
両
方
を
取
引
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

取
引
所
法
が
、「
日
本
証
券
取
引
法
」
の
施
行
（
一
九
四
三
年
）
ま
で
の
約
半
世
紀
の
間
、
取
引
所
に
関
す
る
基
本
的
な
法
規
と
な
る
の
で

あ
る
。

（
３
）

以
下
は
、
鈴
木
芳
徳
『
明
治
の
取
引
所
論
』（
白
桃
書
房
、
一
九
九
八
年
）
に
よ
る
。
同
書
は
明
治
を
代
表
す
る
啓
蒙
家
・
経
済
学
者
で
あ

る
福
澤
諭
吉
、
田
口
卯
吉
、
天
野
為
之
の
取
引
所
に
関
す
る
論
説
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
田
口
の
論
調
は
福
澤
に
近
く
、
逆
に
天
野

の
論
説
は
対
極
的
で
あ
る
。
天
野
は
取
引
所
を
「
白
昼
公
開
の
賭
博
場
」
と
談
じ
、
空
売
買
（
先
物
取
引
）
を
「
勤
倹
貯
蓄
の
妨
害
」
と

批
判
す
る
。
天
野
は
、
当
時
の
資
本
不
足
の
是
正
策
は
「
勤
倹
貯
蓄
」
の
奨
励
に
あ
る
が
、
空
売
買
は
射
幸
心
を
あ
お
っ
て
こ
れ
を
妨
害

す
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
先
物
取
引
」
批
判
の
典
型
論
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
後
も
状
況
に
応
じ
て
繰
り
返
し
現
れ

る
。
た
と
え
ば
、
資
本
不
足
に
悩
む
戦
後
の
復
興
期
・
高
度
成
長
期
に
、
大
阪
を
中
心
に
起
こ
っ
た
「
清
算
取
引
復
活
運
動
」
が
実
ら
な

か
っ
た
背
景
に
は
、
天
野
の
よ
う
な
考
え
が
当
時
の
政
策
当
局
者
に
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
４
）

慶
応
義
塾
編
纂
『
福
澤
諭
吉
全
集
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
５
）

鈴
木
、
前
掲
書
、
第
二
章
。

（
６
）

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
著
（
中
村
・
柴
田
訳
）『
取
引
所
』
未
来
社
、
一
九
六
八
年
。
本
書
は
「
帝
国
取
引
所
法
」（
一
八
九
六
年
制
定
）

の
素
案
が
議
論
さ
れ
始
め
た
一
八
九
四
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
執
筆
し
た
七
本
の
論
考
を
収
め
て
い
る
。
な
お
、
松
野

尾
裕
「
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
取
引
所
論
（
上
）」『
立
教
経
済
学
研
究
』
四
四
巻
三
号
、
一
九
九
一
年
、「
同
（
下
）」
愛
媛
大
学
教

育
学
部
『
紀
要
』
第
二
部
、
一
九
九
二
年
も
参
照
の
こ
と
。

（
に
か
み
　
き
よ
し
・
主
任
研
究
員
）
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